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 今年度も、あと１ヶ月になりました。今まで当然のように行ってきたことが出来なくなり、見えないウイルスと戦いながらの毎日

で、気が付いたら年度末を迎えていました。失った１年にしたくない、今年度の年長児を不運な子にしない…そう思っていても縮小

や中止せざるを得ない活動や行事の中で、どれほど悔しい思いをしてきたか分かりません。何事もなく体験できていた時と獲得した

ものに変わりがないことを考えようと保育内容を検討してきましたが、私たちがこの１年で子どもたちに何を残せたのだろうかと考

えた時に、不安がないわけではありません。せめて、どんな時も子どもたちと過ごすことが何よりの喜びで、しんどいと思っている

時も目一杯楽しいことをみつけ、大事なことはどんな状況でも守りたいと願っていることが伝わっていますように…。世界中がこの

苦しみから１日も早く抜け出せますように…。保育園で長い時を過ごした年長児が卒園します。はるひ野保育園に通ってくれてあり

がとう。在園児は進級します。大きくなってくれてありがとう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

社会福祉法人 春献美会 

はるひのだより 
NO.１５６ 令和３年３月１日発行 

はるひ野保育園 

３月生まれのおともだち紹介 

    

おたんじょうび おめでとう♪   
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今月の予定              

１日（月）  ３・４歳児じゃがいも植え 

３日（水）  子どもたちだけの「はるひのキッズ」 

       幼児組 ひな祭り 

１３日（土）  「はるひのキッズ」 

        （３・４・５歳児クラスごと） 

        ２歳児キッズ代わりのビデオ上演 

１６日（火）  園医健康診断（０・１歳） 

２７日（土）  卒園式 （５歳児・５歳児保護者） 

２９日（月）  子どもたちだけの卒園式（送る会） 

※３月の避難訓練は予告なしで行います。（地震・火災想定） 

※年長児の「お別れ遠足」は、中止の予定です。 

11 月 

 

３ 月 

 
５歳児くじら組 給食費・延長保育料の徴収について 

 給食費は翌月の２０日に自動引き落としにて徴収していま

すが、年長児の３月の給食費は在園中に引き落としを完了させ

ていただく都合で、３月２０日に２月・３月の２ヶ月分引き落

としをさせて頂きます。残高のご確認をお願いします。 

延長保育料も同様です。なお、１０日以降に申請時間を過ぎ

て利用された場合や、急遽申請されていないで利用された場合

は、延長料金不足分を振り込みにてお支払いしていただきま

す。残高不足で引き落としが出来なかった場合も振り込み用紙

をお渡しします。 

4 月 1 日から新年度になります。 

4 月 1 日から保育室が変わります。31 日の保育終了後に、

ロッカーの名前など付け替えます。週の途中ではありますが、

31 日に全ての持ち物の持ち帰りをしていただきます。（準備の

混乱の中で紛失してしまうことを防ぐために、全部お返しいた

します。）→計画的に持ち帰りできるよう返却します。サイズ

や名前の確認をして、1 日に必要な荷物を持参して登園してく

ださい。名前は特に忘れずに見やすく！ 

◎令和３年度「保育説明会」「クラス別懇談会」「保護者会 

総会」について…コロナ感染状況によりますが、全体での 

集まりは実施しません。現段階では４月１７日（土）に 

短時間クラス別懇談会を行う予定です。 

 

働き方や勤務時間が変更になった方へ 

 国がテレワークを推進していることで、保護者の方の在宅勤

務も多くなっています。保育時間は入園の時に決めさせて頂い

ていますが、“勤務時間+通勤時間”が保育時間ですので、通勤

時間がない分での短縮や、自宅であるからこその会議時間延長

など、変更が生じている方はお申し出ください。 

 緊急時や災害時のために、在宅勤務や自宅待機をされている

時はお知らせいただければと思います。なお、在宅であっても

勤務をされている時は当然、保育を行います。 

 

「はるひのキッズ」の詳細は、お便りをお配りしています。 

開催可能な見通しが出来ましたら、改めて再度文書にてお渡し

します。（時間等はお伝えしている通りで、変更いたしません） 


